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募
　
集

認
可
保
育
施
設
・

幼
稚
園
就
職
相
談
会

時
９
月
16
日
㈯
午
後
１
時
30
分
～
４
時

場
コ
ラ
ッ
セ
ふ
く
し
ま　

内
保
育

士
・
幼
稚
園
教
諭
と
し
て
働
き
た
い

方
や
、
資
格
は
持
っ
て
い
る
が
長
い

間
現
場
を
離
れ
て
い
る
方
を
対
象
に

就
職
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

※
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
あ
り（
要
予
約
）。

対
❶
認
可
保
育
施
設
・
幼
稚
園
で
就

労
を
希
望
し
、
保
育
士
資
格・
幼
稚

園
教
諭
免
許
を
有
す
る（
取
得
見
込

み
も
含
む
）
方

❷
保
育
施
設・
幼
稚
園
で

の
就
労
に
興
味
の
あ
る
方

問
幼
稚
園
・
保
育
課

572
―
３
１
２
２

公
立
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園

保
育
士
等
面
接
会

時
10
月
14
日
㈯　
場
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー　
内
個
別
面
接
で
、
希
望
す
る

施
設
や
地
区
、
就
労
時
間
な
ど
を
伺

い
ま
す
。　
対
公
立
保
育
所
・
認
定

こ
ど
も
園
で
の
就
労
を
希
望
し
、
保

育
士
資
格
を
有
す
る
（
取
得
見
込
み

も
含
む
）
方

※
会
計
年
度
任
用
職
員
（
非
正
規
職

員
）
と
し
て
の
雇
用
。

申
10
月
10
日
㈫
ま
で
に
、
履
歴
書
を

郵
送
か
持
参
で
。
面
接
の
時
間
は
個

別
に
連
絡
し
ま
す
。

問
幼
稚
園
・
保
育
課

572
―
３
１
２
２

令
和
６
年
度
入
札
参
加
資
格
審
査

追
加
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

募
集
期
間
／
11
月
１
～
30
日　

資
格
有
効
期
間
／
令
和
６
年
４
月
１

日
～
令
和
７
年
３
月
31
日

申
11
月
30
日
㈭
ま
で
に
オ
ン
ラ
イ
ン

申
請
か
郵
送
で
（
当
日
消
印
有
効
）。

詳
し
く
は
、
市
政
だ
よ
り
10
月
号
に

掲
載
し
ま
す
。

問
契
約
検
査
課

525
―
３
７
０
５

ア
ー
ト
ス
ト
リ
ー
ト
ふ
く
し
ま

参
加
者
募
集�

無
料

時
11
月
３
・
４
日
午
前
10
時
～
午
後

３
時　
内
県
立
美
術
館
図
書
館
正
面

道
路
（
自
転
車
通
行
帯
）
で
屋
外
ス

ケ
ッ
チ
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

定
各
日
50
人
（
申
込
者
多
数
の
場
合

抽
選
）　

申
９
月
１
～
29
日
（
必

着
）
に
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
か
、
各
学

習
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
の
申
込
書

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、持
参
か

郵
送
で

※
持
参
物
な
ど
詳
し
く
は
市
HP
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
文
化
振
興
課

525
―
３
７
８
５

圏け
ん

域い
き

９ナ
イ
ン

起
業
家
育
成
ス
ク
ー
ル

２
０
２
３
（
全
３
回
）�

無
料

時
❶
11
月
11
日
❷
11
月
18
日
❸
11
月

25
日
い
ず
れ
も
午
後
２
時
～
３
時
30
分　

場
コ
ラ
ッ
セ
ふ
く
し
ま

内
若
者
や
女
性
な
ど
チ
ャ
レ
ン
ジ
意

欲
の
高
い
新
規
創
業
者
を
育
成
す
る

た
め
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
必
要
な

知
識
や
ス
キ
ル
、
起
業
の
基
礎
知
識
、

資
金
調
達
方
法
な
ど
を
学
び
ま
す
。

❶
ブ
レ
ー
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
・
起
業

の
魅
力
❷
基
礎
知
識
・
資
金
調
達 

❸
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

対
市
内
在
住
で
全
３
回
参
加
で
き
る
方　

定
15
人
（
先
着
順
）

申
９
月
１
日
～
10
月
20

日
に
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
で

問
商
工
業
振
興
課

525
―
７
６
５
８

市
民
憲
章
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

（
一
般
の
部
）

内
「
市
民
憲
章
と
わ
た
し
た
ち
の
ま

ち
」
を
テ
ー
マ
に
作
品
を
募
集
し
ま

す
。
応
募
者
全
員
に
参
加
賞
あ
り
。　

対
市
内
に
居
住
、
ま
た
は
通
学
通
勤

す
る
高
校
生
以
上
の
方　
申
10
月
31

日
㈫
ま
で
に
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
か
、

応
募
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、郵
送
か
持
参

で（
当
日
消
印
有
効
）

※
詳
し
く
は
市
HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
市
民
憲
章
推
進
協
議
会
事
務
局

（
地
域
共
創
課
内
）
525
―
３
７
３
１

を
希
望
す
る
方
は
、
裁
判
所
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

問
福
島
簡
易
裁
判
所

534
―
２
３
６
８

不
動
産
取
得
税
の
特
例
措
置

税内
次
に
該
当
す
る
場
合
、
申
請
に
よ

り
不
動
産
取
得
税
の
軽
減
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

❶
原
子
力
災
害
に
よ
り
、
帰
還
困
難

区
域
・
旧
居
住
制
限
区
域
・
旧
避
難

指
示
解
除
準
備
区
域
内
に
あ
る
家
屋

に
代
わ
る
家
屋
、
お
よ
び
そ
の
家
屋

の
敷
地
を
新
た
に
取
得
し
た
場
合

❷
県
内
に
三
世
代
以
上
が
同
居
ま
た

は
近
居
す
る
住
宅
を
取
得
し
た
場
合

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
県
北
地
方
振
興
局
県
税
部
課
税
第

一
課
不
動
産
取
得
税
チ
ー
ム

521
―
２
６
９
４

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

不
動
産
の
相
談
会�

無
料

暮らし時
10
月
７
日
㈯
午
前
10
時
～
午
後
３
時

場
コ
ラ
ッ
セ
ふ
く
し
ま　
内
不
動
産

の
価
格
な
ど
に
関
す
る
こ
と

講
当
協
会
所
属
の
不
動
産
鑑
定
士

対
市
内
に
お
住
ま
い
の
方　

持
相
談
し
た
い
物
件
の
地
図
、
公
図
、

登
記
事
項
証
明
書
な
ど

申
９
月
25
～
29
日
に
電
話
か
メ
ー
ル
で

問
（
公
社
）
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

024
―
995
―
５
５
７
０

fkantei3@
air.ocn.ne.jp

そ
の
ト
ラ
ブ
ル
、
民
事
調
停

手
続
で
解
決
し
ま
せ
ん
か
？

暮らし内
調
停
と
は
、
裁
判
所
が
当
事
者
の

間
に
入
っ
て
話
し
合
い
を
進
め
、
お

互
い
が
合
意
す
る
こ
と
で
問
題
の
解

決
を
図
る
手
続
き
で
す
。
手
続
案
内

国
・
県
な
ど
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
・
県
な
ど
か
ら
の
お
知
ら
せ

❸
福
島
の
社
長
が
語
る
巻
き
込
み
の

秘
訣

時
10
月
６
日
㈮
午
後
６
時
30
分
～
８

時
30
分　
内
社
長
の
体
験
談
を
通
し

て
、
周
囲
を
巻
き
込
ん
だ
事
業
な
ど

の
秘
訣
を
学
び
ま
す
。

講
㈱
ぶ
ら
っ
と
Ｗ
ｅ
ｂ
放
送
代
表
取

締
役
盛も

り

藤と
う

隆た
か

伸の
ぶ

さ
ん
他

❶
❷
❸ 

共
通

対
県
北
地
方
に
在
住
ま
た
は
勤
務
先

が
あ
る
方

定
各
回
30
人
（
先
着
順
）

申
電
話
か
①
氏
名
②
住
所
③
電
話
番

号
④
希
望
講
座
名
を
明
記
の
上
、

メ
ー
ル
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で

※
オ
ン
ラ
イ
ン
受
講
可
。

場 

問
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

526
―
４
５
３
３

526
―
４
５
６
０

f-ssc@
bz01.plala.or.jp

れ
き
ぶ
ん
人
材
養
成
講
座

オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ�
無
料

「
近
代
化
へ
歩
み
始
め
た
中
世

秀ひ
で

吉よ
し

、家い
え

康や
す

、政ま
さ

宗む
ね

と
ふ
く
し
ま
」

10月時
10
月
７
日
㈯
午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分　
場
市
民
会
館　
内
戦
国
時

代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
近
代

化
の
歩
み
を
、
戦
国
武
将
と
ふ
く
し

ま
の
関
わ
り
を
通
し
て
解
説
し
ま
す
。

講
じ
ょ
ー
も
ぴ
あ
・
遺
跡
の
案
内
人

会
長
紺こ

ん
の野
義よ

し

行ゆ
き

さ
ん　
定
30
人
（
申

込
者
多
数
の
場
合
抽
選
）　
申
９
月

20
日
㈬
（
必
着
）
ま
で
に
、
❶
氏
名

❷
住
所
❸
年
齢
❹
電
話
番
号
を
明
記

の
上
、
は
が
き
か
フ
ァ
ク
ス
で

問
郷
土
史
料
室
（
〒
960
―
８
２
２
８　

松
山
町
39
―
１
）

563
―
７
８
５
８

563
―
７
８
５
８

第
52
回
女
性
大
学
講
座

（
全
４
回
）

10月時
❶
10
月
10
日
❷
10
月
17
日
❸
10
月

24
日
❹
10
月
31
日
午
前
10
時
～
正
午　

場
❶
❷
❹
市
民
会
館
❸
ア
オ
ウ
ゼ　

内
❶
笑
い
と
健
康

❷
男
女
共
同
参
画
っ
て
何
だ
ろ
う
～

女
性
の
活
躍
が
地
域
を
変
え
る
～

❸
知
っ
て
お
き
た
い
薬
の
知
識
・
上

手
な
お
医
者
さ
ん
の
か
か
り
方

❹
心
に
癒
し
と
潤
い
を
～
チ
ェ
ロ
の

魅
力
・
ソ
ロ
の
調
べ
に
の
せ
て
～

定
20
人
（
先
着
順
）　

料
400
円
（
資
料
代
）　

申
９
月
４
～
20
日
に
電
話
で

問
生
涯
学
習
課

525
―
３
７
８
３

四
季
の
里�

593
―
０
１
０
１

開
館
時
間
／
午
前
９
時
～
午
後
９
時

◉
葉
っ
ぱ
と
押
し
花
の
ア
ー
ト
作
品

作
り

時
９
月
23
～
25
日
❶
午
前
10
時
30
分

❷
午
後
１
時
30
分　
内
コ
ラ
ー
ジ
ュ

で
自
分
だ
け
の
作
品
を
作
り
ま
し
ょ

う
。　
定
各
回
10
人　
料
２
５
０
０

円
（
ビ
ー
ル
園
で
の
ラ
ン
チ
付
き
）　

申
３
日
前
ま
で
に
電
話
で

講
　
座

市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

開
催
の
講
座�

無
料

９月❶
Ｎ
Ｐ
Ｏ
運
営
の
基
本

時
９
月
15
日
㈮
午
後
２
～
４
時

内
第
一
部
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
運
営
の
現
場
で

よ
く
あ
る
事
例
、
成
功
例
、
失
敗
例

な
ど
を
紹
介

第
二
部
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
運
営
す
る
ポ
イ

ン
ト
の
解
説
、
第
一
部
の
事
例
を
活

用
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

講
（
特
非
）
み
ん
な
の
ひ
ろ
ば
理
事

長
齋さ

い

藤と
う

大だ
い

介す
け

さ
ん
、（
一
社
）
パ
ブ

リ
ッ
ク
ト
ラ
ス
ト
理
事
長
原は

ら
だ田
淳じ

ゅ
ん
こ子

さ
ん

❷
採
択
側
の
視
点
か
ら
読
み
解
く
助

成
金
講
座
～
応
用
編
～

時
９
月
21
日
㈭
午
後
２
～
４
時

内
助
成
金
申
請
の
ポ
イ
ン
ト
や
注
意

点
を
採
択
側
の
視
点
か
ら
学
び
ま
す
。

講
（
一
社
）
非
営
利
組
織
評
価
セ
ン

タ
ー
業
務
執
行
理
事
山や

ま
だ田
泰や

す

久ひ
さ

さ
ん

【放射線対策ニュースの発行】　問広聴広報課　 525−3710
放射線対策ニュース９月号を配信します。市のHPからご覧ください。市LINE公式アカウントを友だち追加して、受信
設定の希望する情報で「その他市政情報」にチェックすると、発行日にお知らせします。�

令和６年度児童センター放課後児童クラブ
利用登録の案内

　保護者が仕事などにより留守の児童は、児童クラブに登録すること
で、学校から直接児童センターへ来館し利用できます。
■登録対象／�保護者が仕事などにより留守にする家庭の小学１～３年生
■利用日時／�月～金曜日（祝日、振替休日、年末年始を除く）
　　　　　　来館時～午後５時30分
■利 用 料／無料（活動に応じて実費負担有り）
■申込方法／�９月15日㈮から各児童センターで申請書を配布します。
　　　　　　�必要事項を記入の上、９月15日～10月16日（日曜日、

祝日を除く）の開館時間内（午前10時～午後６時）に
各児童センターに提出してください。

■登録の決定／10月17日㈫以降、随時決定通知書を送付します。
問東浜児童センター（東浜町11−45）　　　��　 531−5601
　野田児童センター（笹木野字舘１−３）　　�　 556−1332
　蓬萊児童センター（蓬萊町四丁目14−１）　　 549−8764
　清水児童センター（南沢又字上河原21−１）　 559−1429
　渡利児童センター（渡利字番匠町43）　　　　 522−2564
※�児童センターは、健全な遊びによる心身の健康増進を目的とした
18歳未満の全ての子どものための施設です。


